
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
地
球
規
模
で
の
気
候
変
動
や
国
際
情
勢
の
不
安
定
化
、
各
国
の
人
口
動
態
や
経
済
状
況
等
に
起
因
す
る
食
料
需
給
の
変
動
な

ど
に
よ
り
、
世
界
の
食
料
事
情
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
農
業
就
業
者
数
及
び
農
地
面
積

の
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
農
村
人
口
の
減
少
が
進
む
中
で
、
生
産
基
盤
が
弱
体
化
し
て
い
る
。
政
府
は
、
産
業
政
策
と

地
域
政
策
を
車
の
両
輪
と
し
て
施
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
農
村
の
中
に
は
集
落
機
能
の
維
持
さ
え
懸
念
さ
れ
る
所
も
あ
り
、
食

料
自
給
率
は
一
度
も
目
標
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
「
農
政
の
憲
法
」
と
さ
れ
る
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
法
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
極
め
て
大
き
く
、
そ
の
改
正
に
よ
り
生
産
基
盤
の
強
化
に
つ
な
が
る
理
念
と
政
策

が
構
築
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
農
業
者
の
所
得
の
向
上
、
合
理
的
な
価
格
の
形
成
、
生
産
基
盤
の
維
持

強
化
等
の
喫
緊
の
課
題
へ
の
機
動
的
か
つ
効
果
的
な
対
処
が
求
め
ら
れ
る
。 

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

食
料
安
全
保
障
の
確
保
に
関
し
て
は
、
国
民
一
人
一
人
が
安
全
か
つ
十
分
な
量
の
食
料
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
政
府
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
施
策
を
遂
行
す
る
こ
と
。 

二 

国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
的
な
供
給
に
つ
い
て
は
、
食
料
の
供
給
能
力
の
維
持
向
上
を
図
り
、
国
内
の
農
業
生
産
の
増

大
を
基
本
と
し
て
確
保
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
食
料
自
給
率
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
農
業
生
産
に
お
い
て
は
、
麦
、
大
豆
、

飼
料
作
物
等
の
国
内
生
産
の
拡
大
、
輸
入
に
頼
る
農
業
資
材
か
ら
堆
肥
等
の
国
内
資
源
へ
の
代
替
の
促
進
な
ど
、
食
料
及
び

農
業
資
材
の
過
度
な
輸
入
依
存
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
の
施
策
を
強
化
す
る
こ
と
。 

三 

食
料
の
価
格
に
関
し
て
は
、
そ
の
持
続
的
供
給
を
支
え
る
国
内
農
業
の
持
続
的
な
発
展
に
資
す
る
よ
う
、
食
料
供
給
に
必

要
な
費
用
を
考
慮
し
た
合
理
的
な
価
格
の
形
成
に
向
け
た
関
係
者
の
合
意
の
醸
成
を
図
り
、
必
要
な
制
度
の
具
体
化
を
行
う

こ
と
。 

四 

農
業
の
持
続
的
な
発
展
に
は
、
農
業
者
の
生
活
の
安
定
と
営
農
意
欲
の
維
持
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
業
経
営
の

安
定
を
図
り
つ
つ
、
農
業
所
得
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
生
産
基
盤
の
維
持
強
化
に
必
要
と
な
る
農
業
就
業
者
を
確
保
す

る
た
め
、
新
規
就
農
支
援
等
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。 

五 

障
害
者
が
社
会
の
構
成
員
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に



鑑
み
、
障
害
者
で
あ
る
農
業
者
の
役
割
分
担
並
び
に
そ
の
有
す
る
技
術
及
び
能
力
に
応
じ
て
、
生
き
が
い
を
持
っ
て
農
業
に

関
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
促
進
し
、
関
係
省
庁
一
体
と
な
り
、
障
害
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
農
福
連
携
を

推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
次
期
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
に
お
い
て
、
障
害
者
等
も
貴
重
な
農
業
人
材
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
す
る
こ
と
。 

六 

食
料
消
費
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
国
民
の

健
康
へ
の
悪
影
響
が
未
然
に
防
止
さ
れ
る
よ
う
行
う
こ
と
。
ま
た
、
食
育
は
、
食
料
自
給
率
の
向
上
等
の
食
料
安
全
保
障
の

確
保
及
び
国
内
農
業
の
振
興
に
対
す
る
国
民
の
理
解
醸
成
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。 

七 

食
料
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
人
権
の
尊
重
、
家
畜
に
で
き
る
限
り
苦
痛
を
与
え
な
い
な
ど
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
に
配
慮

し
た
飼
養
管
理
等
を
促
進
す
る
こ
と
。 

八 

備
蓄
食
料
に
つ
い
て
は
、
各
品
目
の
特
性
に
応
じ
、
民
間
在
庫
・
流
通
在
庫
や
代
替
輸
入
・
国
内
増
産
の
可
能
性
、
品
目

ご
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
し
た
上
で
、
適
正
な
備
蓄
水
準
を
検
討
し
、
計
画
的
か
つ
透
明
性
の
高
い
運
用
を
図
る
こ
と
。 

九 

望
ま
し
い
農
業
構
造
の
確
立
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
き
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営
む
者

以
外
の
多
様
な
農
業
者
が
地
域
農
業
及
び
農
地
の
確
保
並
び
に
地
域
社
会
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
十
分
に
配
慮
す
る
こ

と
。 

十 

農
地
を
確
保
し
、
農
業
の
持
続
的
発
展
に
資
す
る
よ
う
必
要
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
農
業
生
産
基
盤
に
係
る

施
設
の
維
持
管
理
な
ど
の
費
用
の
負
担
に
対
す
る
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
水
田
は
食
料
安
全
保
障
及
び
多
面
的
機
能
の

観
点
か
ら
優
れ
た
生
産
装
置
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
域
の
判
断
も
踏
ま
え
そ
の
活
用
を
図
る
こ
と
。 

十
一 

農
業
生
産
活
動
は
自
然
環
境
の
保
全
等
に
大
き
く
寄
与
す
る
側
面
と
環
境
に
負
荷
を
与
え
る
側
面
が
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
、
生
物
多
様
性
の
保
全
、
有
機
農
業
の
推
進
等
に
よ
り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ

ス
テ
ム
の
確
立
を
図
る
こ
と
。 

十
二 

安
定
的
な
農
業
生
産
活
動
の
た
め
に
は
安
定
的
な
種
子
の
供
給
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
安
定
的
な
供
給
を

確
保
す
る
た
め
地
方
公
共
団
体
等
と
連
携
し
て
必
要
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

十
三 

農
村
は
、
食
料
の
安
定
的
な
供
給
を
行
う
基
盤
で
あ
り
、
か
つ
、
国
土
の
保
全
、
自
然
環
境
の
保
全
等
の
多
面
的
機
能

が
発
揮
さ
れ
る
と
と
も
に
、
多
様
な
産
業
を
生
み
出
す
地
域
資
源
を
有
す
る
場
で
あ
り
、
農
村
に
お
け
る
地
域
社
会
の
維
持



が
農
業
の
持
続
的
な
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
食
品
産
業
の
振
興
そ
の
他
の
地
域
社
会
の
維
持
に
必
要
な
施
策

を
講
じ
、
農
村
の
総
合
的
な
振
興
を
図
る
こ
と
。
都
市
農
業
は
、
都
市
住
民
に
地
元
産
の
新
鮮
な
農
産
物
を
供
給
す
る
機
能

の
み
な
ら
ず
、
都
市
に
お
け
る
防
災
、
都
市
住
民
の
農
業
に
対
す
る
理
解
の
醸
成
等
の
多
様
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
そ
の
推
進
に
一
層
取
り
組
む
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


